
Ⅰ.

１.

(1) 現 金 20,149
(2) 普 通 預 金 0

流 動 資 産 合 計 20,149

２.

1.
(1) 利 付 国 債 0
(2) 普 通 預 金 13,870,000

13,870,000

2.
慰藉基金
(1) 普 通 預 金 500,000

500,000

3.
慰霊特別事業積立資産
(1) 普 通 預 金 6,583,830

6,583,830

4. その他の固定資産
(1) 借室保証金 1,434,000

    その他の固定資産合計 1,434,000

22,387,830

22,407,979

Ⅱ.

１. 0

  流動負債合計 0

２. 0

　 固定負債合計 0

0

22,407,979

固 定 資 産

資　産　の　部

(三菱ＵＦＪ銀行）

慰 藉 基 金

流 動 資 産
現 金 ・ 預 金

(丸石化学産業㈱）

流 動 負 債

特 定 資 産

(三菱ＵＦＪ銀行）

財 産 目 録（総括表）
平成３０年３月３１日現在

(単位：円）

科　　　　　　目

負　債　の　部

金　　　　　　　　額

基 本 財 産

(三菱ＵＦＪ銀行）

基 本 財 産 合 計

   負 債 合 計 

(三菱ＵＦＪ銀行）

特 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

慰 藉 基 金 合 計

 正  味  財  産

   資 産 合 計 

固 定 負 債

－1－



Ⅰ.

１.

(1) 現 金 20,149

(2) 普 通 預 金 0

20,149

２.

1.

(1) 利 付 国 債 0

(2) 普 通 預 金 13,870,000

13,870,000

2. その他の固定資産

1,434,000

1,434,000

15,304,000

15,324,149

Ⅱ.

１. 0

流 動 負 債 合 計 0

２. 0

固 定 負 債 合 計 0

0

15,324,149

固 定 負 債

負　債　合　計

 正   味   財   産

基 本 財 産

(三菱ＵＦＪ銀行）

  基 本 財 産 合 計

  借室保証金(丸石化学産業㈱）

  その他の固定資産合計

固 定 資 産 合 計

資　産　合　計

負　債　の　部

流 動 負 債

資　産　の　部

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

流 動 資 産 合 計

(三菱ＵＦＪ銀行）

固 定 資 産

財 産 目 録（一般会計）
平成３０年３月３１日現在

(単位：円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額

－2－



Ⅰ.

１.

現 金 0

0

２.

(1)

① 利 付 国 債 0

② 現 金 0

③ 普 通 預 金 0

0

(2)

慰霊特別事業積立資産

① 普 通 預 金 0

0

(3) その他の固定資産 0

0

0

0

Ⅱ.

１. 0

  流動負債合計 0

２. 0

　 固定負債合計 0

0

0 正 味 財 産

固 定 資 産 合 計

 資　産　合　計

負　債　の　部

流 動 負 債

固 定 負 債

負 債 合 計

（三菱ＵＦＪ銀行）

慰 藉 基 金 合 計

特 定 資 産

（三菱ＵＦＪ銀行）

特 定 資 産 合 計

その他の固定資産合計

資　産　の　部

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

流 動 資 産 合 計

固 定 資 産

慰 藉 基 金

財 産 目 録（特別慰藉基金会計）

平成３０年３月３１日現在
(単位：円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額

－3－



Ⅰ.

１.

現 金 0

0

２.

(1)

慰藉基金

① 普 通 預 金 500,000

500,000

(2)

① 普 通 預 金 6,583,830

6,583,830

(2) その他の固定資産 0

0

7,083,830

7,083,830

Ⅱ.

１. 0

  流動負債合計 0

２. 0

　 固定負債合計 0

0

7,083,830

その他の固定資産合計

負　債　の　部

流 動 負 債

固 定 負 債

負 債 合 計

 正 味 財 産

固 定 資 産 合 計

現 金 ・ 預 金

 資　産　合　計

慰 藉 基 金

（三菱ＵＦＪ銀行）

慰 藉 基 金 合 計

流 動 資 産 合 計

特 定 資 産

（三菱ＵＦＪ銀行）

特 定 資 産 合 計

固 定 資 産

資　産　の　部

流 動 資 産

財 産 目 録（補助金等会計）

平成３０年３月３１日現在
(単位：円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　額

－4－


	29財産（総括表）Ｐ.18
	29財産（一般）Ｐ.19
	29財産（慰藉）Ｐ.20
	29財産（補助金）Ｐ.21

